
 
 

 

2020年 6月 5日（金） 第 13 号 

 

■ 新型コロナメンタル相談の取り組みなどを確認－第 12 回執行委員会を開催‐ 

 連合福島は 6月 4日（木）第 12 回執行委員会（新型

コロナ対策本部会議）を開催し、この間の新型コロ

ナ感染症の影響調査の報告、県民連合に対して調査

を基にした要望書を提出したことなどを報告した。 

今野会長は、「コロナ感染拡大の中で、社会経済活

動、生活の維持のため、尽力されている組合員の皆

様に感謝申し上げ、敬意を表する。このような中、

連合福島のアンケート調査について、取り組んでい

ただいたことに重ねて感謝申し上げる。この結果を

もとに、県民連合に要望を提出し、県民連合は６月

３日に知事に要望書を提出した。しかしコロナ感染

拡大の経済への打撃は計り知れず、経済活動と新しい生活様式という二律背反の中で安全を保ちつつ経

済を回復させなければならない。雇用と労働環境の悪化が進み不安・不満が強まっている。引き続き現

状把握に取り組む。一方、政府は様々な政策を示すものの浸透、活用、何より効果は不十分。連合福島

は６月１５日から２０日に、労働相談とあわせてメンタルカウンセリングを実施する。皆さんには、周

知を含め協力をお願いしたい。」とあいさつをした。 

会議では、坂路副会長（ＪＡＭ）から「最低賃金引

上げ」について「既に政府は最低賃金の引き上げに後

ろ向きとの報道もあるが、ベースを引き上げなければ

休業補償時の金額も上がらない。署名活動に励んでい

ただきたい。」との発言があり、最低賃金引き上げに

向け署名活動に最後まで取り組むことを確認した。 

自粛要請は解除されたものの、未だ影響は払拭され

ず、経済の回復の見通しも不透明さを増している。こ

の困難な局面では、改めて連合福島全組合員の団結が

試されている。構成組織、単組、組合員の頑張り、そ

して、団結を礎に連合福島は先頭に立ち頑張る。 

 

◎お問い合わせ先 

  連合福島 組織広報局：遠藤・渡邊、労働局 阿部、政治政策局 竹岡 

電話：024-522-0500 メール：rengo-fukushima@bz01.plala.or.jp 

冒頭あいさつする今野会長 

最低賃金の署名活動をお願いする坂路副会長 


